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第４波の到来を受けた今後の新型コロナウイルス感染症対策 

についての緊急提言 

 

 

４月５日から、宮城県、大阪府及び兵庫県において「まん延防止等重点措置」

が適用されることとなった。また、地方部においてもクラスターが続発しており、

変異株の広がりも含めて全国的に感染が広がりやすい状況となっている。 

我々４７人の知事は、これまでの経験を踏まえ、互いの知恵を絞り、積極的疫

学調査や戦略的なＰＣＲ検査等により感染の抑え込みに全力を尽くす所存であ

る。 

他方、二か月半に及んだ緊急事態宣言により、宣言対象であった地域はもとよ

り、それ以外の地域においても、歓楽街や観光地をはじめとした地域経済全体が

危機的な状況に陥っている中でのこの度のまん延防止等重点措置の適用であり、

影響を受ける飲食店や観光・宿泊・交通をはじめとした事業者に対して、一刻も

早い支援が必要である。 

政府におかれては、まん延防止等重点措置の適用や事業規模に応じた協力金制

度の導入、地域観光事業支援の実施など、全国知事会の提言を踏まえたご対応を

いただいているところであるが、下記の項目についても対処されるよう提言する。 

 

１．第４波の到来に対応した感染拡大の防止及び保健・医療体制の充実・強化に

ついて 

○ 国においては、第３波の経験を踏まえ、これ以上の感染拡大を回避するため

黙食・個食・マスク飲食等の感染防止対策を強化するよう、家庭内感染の防止

や地域の感染状況に応じた往来自粛も含め、国民や事業者へ、エビデンスに沿

ってその地域の実情に応じたテレビＣＭも含めて強力に呼び掛けるとともに、

国から自治体への助言・指導については、過度の負担や混乱を招くことのない

ようメリハリをつけた簡明なものとすること。 

○ まん延防止等重点措置の適用に当たっては、ステージ判断指標との関係な

ど基準を速やかに明らかにするとともに、早期に感染を抑え込むためにも、都

道府県知事の判断で迅速かつ柔軟に発動可能な運用とするなど、機動的に対

処すること。 

○ 変異株も含めた感染拡大防止策を展開することが現下の対策の根幹であり、

積極的疫学調査と入院・治療の徹底を図り、都道府県・保健所が感染ルートを

探知し感染の封じ込めを図れるよう支援すること。併せて、緊急事態宣言地域

外も含め地域の実情に応じた大規模なＰＣＲ検査実施など思い切った対策を
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速やかに講じ、新技術の導入支援も含め、ＰＣＲ検査や積極的疫学調査等に対

する強力な財政支援を行うとともに、国が保有している全国の感染事例を専

門家の分析・検証と共に共有をすること。 

○ 感染者数の急増時においても積極的疫学調査や入院勧告などの重要な機能

を保健所が円滑に行うことができる体制を確保するため、国としても保健師

の派遣や育成も含めた体制の充実・確保を図るとともに、保健所業務のひっ迫

に対応するため、業務の効率化・簡素化について見直しを継続して検討するこ

と。 

○ 無症状者に焦点を当てた幅広いＰＣＲ検査等（モニタリング検査）について

は、迅速化や飲食店への重点化等、効果的に行えるよう改善を行うとともに、

陽性疑い時には入院等につなげることも含めてモニタリング結果を活用した

対応策を示すこと。また、感染の拡大やモニタリング検査、高齢者施設での検

査等の検査件数の増加に対応するため、チップやチューブ等の検査用資材の

安定供給を図ること。 

○ 飲食の場における感染対策の強化のため、マスク飲食の実践をはじめ業種

別ガイドラインに準拠して、感染症対策を講ずる飲食店を自治体が認証する

取組や、当該認証の取得に向け飲食店が行う適切なアクリル板の設置、換気設

備、二酸化炭素モニターの設置に要する費用等に係る自治体の助成について、

国としても積極的に推奨するとともに業界団体へ働きかけることとし、これ

らについて、地方創生臨時交付金の感染症対応分の増額をはじめとした特別

枠による強力な支援を講ずるなど、特別の財政措置を行うこと。また、マスク

飲食の効果等について国として科学的に示すこと。 

○ まん延防止等重点措置や緊急事態宣言解除後の営業時間短縮要請に伴う協

力金等に要する財政負担が多額となることが見込まれるため、即時対応特定

経費交付金の交付要件緩和や、感染者の多い地域に対する感染症対応分の増

額など、国として全面的な財政措置を行うこと。 

○ 全国各地での変異株の増加を踏まえ、N501Y、E484K などの変異も含め新型

コロナウイルス検体の全数調査を最終目標として、N501Y 以外の変異株も対象

とした遺伝子解析を地域でスクリーニングできる体制づくりを進め、解析を

国全額負担で実施することができるよう、試薬の配分等も含め速やかに体制

強化を図ること。また、早急に国内の新型コロナウイルスの感染力の変化や特

性、世界各国で確認されている変異株との関係についての分析など科学的・専

門的情報を迅速に提供するとともに、最新の知見を踏まえた対処方法を示す

こと。加えて、民間検査機関での実施分も含め変異株サーベイランスに要する

経費は、国において全額財政措置をすること。また、世界各国での変異株の確
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認等を踏まえ、現行の水際対策については当面継続し、緩和の時期は慎重に判

断すること。 

〇 変異株に感染した患者の退院基準について、現在はＰＣＲ検査で２回連続

の陰性が確認されることが求められ、入院期間の長期化・病床の占有による医

療資源のひっ迫や保健所の業務負担の増大を招いているため、変異株に関す

る分析を早急に行い、エビデンスに沿った退院基準等を確立し、病床ひっ迫状

況に応じた対応を現場でとれるようにすること。 

○ ３月 26 日以降の全ての入国者・帰国者については、国が設置した「入国者

健康確認センター」において健康フォローアップ及び自宅待機の確認を行う

こととなり、都道府県の負担が軽減したところであるが、健康観察期間中に入

国者等が所在不明となることのないよう、所在や連絡先の把握など引き続き

水際対策の強化に取り組むこと。 

○ 先般の第３波において、患者の急増により重症者や死亡者が増加し、一般医

療にも支障が生じた経験を踏まえ、病床確保計画の見直しをすることとされ

たが、過度な負担を医療現場にかけることにならないよう、地域の実情に即し

たガイドラインを国として示すこと。また、その見直しにあたって、コロナ病

床の稼働率向上のため、後方支援病床の確保等についても盛り込まれたとこ

ろであり、その確実な確保のため、同一医療機関内での転床時の診療報酬かさ

上げや空床補償、退院時の移送なども含め、新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金の対象拡大・弾力的運用・増枠などによる財政支援を行うこと。

また、今後の深刻な病床ひっ迫時にも対応していくため、一般医療の制限を行

うための範囲等の指針について、国が責任をもって明らかにするほか、処遇改

善や業務負担軽減を通じた医療従事者の確保、感染症専門施設の設置支援に

取り組むこと。また、こうした地域の医療・福祉の提供体制を維持するため、

新型コロナウイルス感染症患者の受入れの有無にかかわらず、受診・利用控え

により減収が生じている医療機関、薬局、健診機関、介護・福祉サービス、あ

ん摩マッサージ・鍼灸・柔道整復等の事業所等への支援を行うこと。 

○ 診療・検査医療機関や受診相談を行う医療機関が引き続き発熱患者への対

応を行う必要があることを踏まえ、補助金の交付や個人防護具（ＰＰＥ）の支

給等の支援を継続すること。 

○ 第４波への対応を図るとともに、今後の新興・再興感染症の感染拡大にも対

応できるよう、新型コロナウイルス感染症の重症・中等症患者の受入に中心的

な役割を果たした、二次・三次医療を担う医療機関の診療報酬を大幅に引き上

げること。また、医学部定数の取扱いや公立・公的病院に係る地域医療構想に

ついては、新型コロナウイルス感染症対策に支障のないよう、慎重な対応を図
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ること。さらに、医療従事者や重症化リスクの高い高齢者施設等における感染

を防止するための施設職員に対する定期的な検査への財政支援や感染が確認

された場合の支援チームの派遣について、引き続き支援すること。 

○ 感染拡大地域への医師・看護師の応援派遣について、国において自衛隊の活

用なども含め総合調整をしっかりと行うとともに、ＤＭＡＴ等を参考に、感染

症危機管理対策に機動的に対応できる医療チームの育成等を国の責任で行う

こと。 

○ 後遺症に悩む患者の医療の確保に向けて、後遺症の実態解明を早急に進め

るとともに、対策に取り組むこと。 

 

２．緊急事態宣言により影響を受けた全国の事業者への支援及び雇用対策につ

いて 

○ 全国で一致団結し感染拡大を抑え込む対策を実施してきたところであり、

緊急事態宣言の副次的効果により緊急事態宣言対象地域外の地域や営業時間

短縮要請の対象となった飲食業以外の業種においても厳しい影響が生じてい

る。こうした地域や業種を問わず多くの事業者が国全体の感染拡大防止に協

力し雇用継続に努力されていることに鑑み、国においては、緊急事態宣言解除

後においても、広く影響を受けた飲食業以外の業種などへの実効性ある経済

雇用対策を公平に講ずるよう、強く求める。 

特に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金において、緊急事

態宣言の対象にならなかった地域も含めて広く影響を受けた飲食店や関連事

業者を支援するための新たな特別枠を創設することも含め、感染拡大の影響を

受け厳しい経営環境にある事業者に対して地方が独自にその実情に応じて支

援できるようにすること。また、一時支援金について、緊急事態宣言対象区域

の飲食店との取引関係等の要件を撤廃するなど、支援対象地域も含めた支給対

象の拡大や支給額の上限引上げ、売上げ要件の緩和等を図るほか、持続化給付

金や家賃支援給付金の再度の支給や要件緩和・企業規模に応じた支給額の引上

げを行うこと。特に飲食業等自粛の影響が強く現れた業種には、速やかな実効

性のある対策を講じるとともに、国民から十分な理解が得られるよう、事業者

の経営への影響の度合いを勘案し、公平性の観点や円滑な執行等が行われるこ

とに配慮すること。 

〇 民間金融機関の実質無利子・無担保融資の申込み再開及び償還期間等の延

長や返済猶予等も含めたアフターケア、信用保証協会に対する信用補完制度

の拡大や支援、大企業とみなされ対象外となる地方の中堅企業に対しての中

小企業支援策の適用、税の減免・優遇措置・猶予など、事業者や労働者等への
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支援を行うとともに、信用保証に基づく代位弁済や預託原資調達に係る借入

利息等の都道府県に生じる負担に対する支援を行うこと。併せて、一時支援金

も含め各種の支援策の活用を働きかけるための周知・広報や申請サポート体

制整備や適正な手数料設定、申請簡素化などにより、迅速で実効的な支給につ

なげること。 

○ 緊急事態宣言に伴う Go To トラベル事業等の全国での一時停止やまん延防

止等重点措置の発動により、裾野の広い観光産業をはじめ地域経済に大きな

影響が及んでおり、引き続き経済情勢を踏まえて機動的に雇用創出・消費喚起

対策や総需要対策を行うこと。特に、大きな損失を被っているバス・鉄道・航

空・船舶・タクシー・レンタカー等の交通事業者や旅行業者・宿泊業者・観光

施設・土産物店等の観光関連事業者、飲食事業者、運転代行業者、ブライダル

事業者に対し、事業規模に応じた手厚い経営支援を行うこと。また、コメをは

じめ農林水産業への影響に対する対策を講じること。 

○ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については、第４波の

到来により全国で感染が拡大している状況も踏まえ、必要に応じた予備費の

活用も含め、交付金の増額を機動的に行い、すべての地方自治体が必要とする

額を国において確保するとともに、地方財政対策を十分に行うこと。 

○ 先般創設された地域観光事業支援について、柔軟かつ弾力的な運用とし、Go 

To トラベル事業の店舗情報の活用を支援するほか、６月以降の継続等につい

ての方針を明確にするとともに、Go To トラベル事業については、感染状況

などの地域の実情を踏まえ、運用変更前に都道府県と十分な情報共有を図る

ことも含め、適切に運用すること。また、感染状況を踏まえて事業を再開する

際には、地域間に不公平が生じないようにするとともに、幅広い業種の支援に

つながることも勘案し、実施期限を延長することに加え、地域共通クーポンに

ついて、地域性や周遊旅行の特性等を反映した運用が可能となるよう、割引率

の効果的な設定等の工夫も含めて検討すること。併せて、国において、「新し

い旅のエチケット」を周知徹底するとともに、旅行前ＰＣＲ検査の徹底・強化

など旅行前に陽性者を発見できる体制を構築すること。 

○ Go To イート事業については、感染状況により食事券の新規発行停止や利

用自粛を実施している都道府県があることから、食事券の販売期間（最長５月

末）及び利用期間（最長６月末）を延長すること。また、食事券の販売期間及

び利用期間が都道府県ごとの運用とされていることから、事業者や国民に混

乱を与えることのないよう適時適切な周知に努めるとともに、キャンペーン

事務局からの加盟店への代金振り込みが早期に行われるよう対応を講ずるこ

と。 
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○ 緊急事態宣言の対象地域の内外を問わず、飲食店をはじめ様々な業種で 

働くパートやアルバイトも経済的な影響を受けていることから、事業者に 

対して、パート、アルバイト等への休業手当の支払いと雇用調整助成金及び 

緊急雇用安定助成金の活用などを強く働きかけること。加えて、労働者が直接

国へ請求できる休業支援金・休業給付金について、学生や女性を含めた非正規

労働者に対して制度の活用に向けた周知を徹底するとともに、申請に関する

サポート体制を整備すること。  

〇 新型コロナウイルス感染症のもたらす影響により雇用に対する情勢が深刻

化しつつあり、全国どこでも雇用が悪化していることに対応できるよう、地域

を限定せずに国費を拡充し、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例

措置や休業支援金・休業給付金の更なる対象拡充・延長に加え、失業給付の充

実を図るほか、基金を活用した「緊急雇用創出事業」を早期に創設するなど、

機動的かつ効果的な雇用対策を行うこと。なお、雇用調整助成金の特例措置等

の段階的な縮減を検討する際は、地域の経済と雇用情勢を十分に把握・分析し、

都道府県の意見を十分聞いた上で行うこと。 

〇 新型コロナウイルス感染症に伴う離職者を支援するため、新たなスキルの

習得といった職業能力開発促進策等の一層の拡充・強化を講じ、人手不足や 

成長分野への労働力移動を図ること。 

〇 コロナ後を見据え、「新次元の分散型国土」や産業立地による新たな国・地

方のあり方に向けて、政府としても強力な移住促進・企業移転推進等をはじめ

活力ある地方の実現と都市・地域の交流を促進する取組を展開すること。 

 

３．ワクチン接種体制の円滑な実施について 

（１）ワクチン接種の進め方及び体制の確保 

○ ワクチン接種については、「国民の安全・安心を第一に進めていく」との基

本姿勢に立ち、現場で生じる種々の疑問に対し早急に対応できる体制を構築

するなど、接種体制やシステムも含めた諸課題について検証しながら丁寧か

つ着実に進めること。また、ワクチン供給が予定どおり確実に行われることは

もとより、現場での準備が円滑に進むよう、国として、いつまでに国民の何割

の接種を目指すのかというグランドデザインを早期に明らかにした上で、ワ

クチン接種の間隔等について適切な検討を加え、ワクチンの種類や量、供給時

期、副反応の事例・分析結果等の情報を含め、現場で住民の理解を得てワクチ

ン接種を円滑に進めるため、より具体的に供給スケジュールや配分量等につ

いて可及的速やかに示すこと。併せて、市町村や医療機関等が連携して円滑か
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つ迅速に実施することができるよう、ワクチン接種の意義・有効性及び副反応

も含めた具体的情報を全ての国民に対し、迅速かつわかりやすく周知・広報を

継続的に行うほか、副反応情報を組織的に都道府県と共有する仕組みをつく

ること。 

○ 医療従事者等に対する優先接種に際しては、輸入枠の確保や既に承認申請

がなされた国内で製造しているワクチンの早急な承認手続など、ワクチンの

総数を十分に確保・供給すること。また、医師数以外の指標も考慮する等適切

に配分を進め、できる限り速やかに医療従事者等への優先接種を完了し、接種

期間の重複による支障を極力生じることのないよう、高齢者に対する優先接

種への円滑な移行を図ること。 

○ 全国で約４８０万人となっている医療従事者等の優先接種の対象人数には、

２月１６日の国通知によって新たに医療従事者等の対象になり得るとされた

「助産所の従事者」「医学部生等の医療機関において実習を行う者」「予防接種

業務に従事する者」が含まれていないことや、年度替わりには新規採用や異動

が集中することを踏まえると、対象人数は約４８０万人からさらに増加する

と見込まれるため、早急に対象人数の上積みを把握するとともに、上積み分も

含めた対象者数全てが接種可能な量のワクチンを迅速かつ確実に供給するこ

と。 

○ 各都道府県の実情に応じた接種が円滑に実施できるよう、ワクチンの供給

状況に応じ、基本型接種施設から基本型接種施設への移送を可能とするなど、

「ワクチン接種円滑化システム（Ｖ－ＳＹＳ）」の仕様により各都道府県の運

用が制限されることのないようにし、ワクチン供給の範囲内で都道府県にお

いて弾力的に対応できる仕組みとするとともに、医療従事者等への負荷軽減

や確実な体制整備を進めながら、現実的なスケジュールのもとに、丁寧かつ着

実に進めること。 

○ 東日本大震災に係る避難者や原発・除染関連作業員も含め、漏れのない接種

体制を確立すること。また、各地域での接種を早期に完了することや、重症化

リスクが高い高齢者等の施設利用者に直接接する観点から、高齢者施設及び

障害者施設の６５歳未満の入所者・利用者、高齢者等の送迎者など接種会場の

運営スタッフ、さらには接種順位の上位とならない疾患等で医療機関に長期

入院している患者や警察官、エッセンシャルワーカー等についても柔軟に優

先接種の対象として取り扱うことを可能とするとともに、卸の地域割に関わ

らず、広域的な取組の実施が可能となるよう手引きを改正するなど、地域の実

情に応じて弾力的な対応ができるよう配慮すること。併せて、現場と具体的な

情報共有を速やかに行いつつ、ワクチン接種に係る意義や予診票の記入方法

の説明動画等、全国的に必要と考えられる周知・啓発の素材について、国にお
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いて準備し全国に配布するなど、自治体窓口等への支援を行うこと。 

○ 施設入所者への接種を実施するに当たって、入所者がもれなく接種を受け

られるよう、住民票の所在地が他の市区町村の場合の接種券の発行や予診票

の同意取得に関する手順等について対応指針を示すこと。 

○ ４月１２日から開始されることとなった高齢者への優先接種に際しては、

接種の本格化に向け、段階的に接種範囲を広げながら、得られた知見を効果的

に共有しつつ、検証・改善を着実に行い、安全かつ円滑な実施と高齢者の安心

の確保につなげること。 

○ ワクチン接種施設となる医療機関の多くは、通常診療に加え、新型コロナウ

イルス感染症の患者の診療等様々な対応を実施している状況であるため、Ｖ

－ＳＹＳに係る ID の確実な交付や簡便な運用等も含め、ワクチン接種に係る

事務作業を極力省力化し、医療現場の負荷軽減を図ること。 

○ 人材が限られている離島やへき地をはじめ、接種に係る医療従事者の確保

が課題となっていることから、潜在看護師の掘り起こしや各種団体への派遣

の働きかけを行うとともに、へき地以外の地域においても、へき地と同様に看

護師及び准看護師の労働者派遣を可能とするなど、国として必要な支援を行

うこと。 

○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の上限額については、送迎

費用等も含め接種体制の整備に係る費用に地方の負担が生じないよう、引き

続き、地方自治体の意見も踏まえ、国の責任において、令和３年度中の財政措

置の全体像を市町村に明確に示すことも含め、きめ細かく必要な財政措置を

講じること。 

〇 集団接種会場を設け短期間で大規模な接種を行うためには、接種に従事す

る医療従事者に対し、通常の診療を休止するなどの措置を要請する必要があ

る。接種に関わる医療従事者が通常診療を休止した場合の影響をふまえた十

分な報酬を受け取れるよう、財政措置を行うこと。また、集団接種会場で従事

した医療従事者の報酬額が地域によって差が生じないよう、国において目安

となる単価を早急に示すこと。 

○ 通所介護の事業所の近隣等で利用者へのワクチン接種を行う場合、接種時

間は介護報酬に算定されないため、円滑な接種の実施に支障が生じるおそれ

があることから、事業所の不利益にならない措置を講じること。 

○ 国が示した接種委託費用単価（2,070 円）は、インフルエンザ予防接種費用

と比較して低く抑えられていることから、接種医療機関をできるだけ多く確

保するためにも、十分なインセンティブを持った単価設定とすること。 
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○ 可能な限りワクチンを有効に活用するため、１バイアルから６回分採取可

能な針とシリンジについて、医療従事者等接種分を確実に供給するとともに、

高齢者接種分についても速やかに確保すること。また、キャンセル分も含めた

ワクチンの余剰分について、廃棄処理や接種券の送付を受けていない方への

接種に係る考え方や、当初予定していた方以外に接種した場合においても予

防接種法に基づく健康被害の救済対象とすることなど、国としての対応指針

を示すこと。 

併せて、ワクチンの希釈に必要な生理食塩水用の針とシリンジについても、

医療従事者等接種分に加え、住民向け接種分についても必要量を現場で確保で

きるよう、国としても対策を講ずること。 

○ 今後、ワクチン接種が本格化する中、保冷バッグ、バイアルホルダー、保冷

剤等のワクチン移送に必要な資器材の不足が懸念されることから、必要量を

現場で確保できるよう、国としても対策を講ずること。 

〇 各都道府県に設置が求められている副反応専門医療機関の設置については、

大学病院や急性期病院など地域の中核的医療機関が想定されているが、これ

らの医療機関は、通常診療に加え、新型コロナウイルス感染症の患者の診療等

様々な対応を実施している状況であるため、国において、その他の医療機関も

含めた役割を整理し一定の方向性を示すこと。併せて、アナフィラキシー対応

に必要となるアドレナリン自己注射薬等の救急措置用品について、必要量を

現場で確保できるよう、国としても対策を講ずること。 

また、接種施設で副反応が起こった際の対応マニュアル等を早期に整備する

こと。 

加えて、先行接種で得られた課題や安全性、副反応等に係る知見等を速やか

に都道府県と共有するとともに、相談窓口等で活用できる副反応情報ＦＡＱの

充実や「ワクチン休暇」の導入支援を図るほか、供給量に制約がある中で国と

しての接種に対する考え方を示すとともに、併せて、予防接種健康被害救済制

度の弾力的な運用を図ること。 

○ 新型コロナウイルスを完全に制圧するため、政府は基金の創設など大胆な

資金投入を行い、国家的重要戦略として、国産ワクチン製造の支援も含め、必

要十分なワクチンの確保・供給を図るとともに、特効薬や治療法の確立を実現

すること。また、治療薬等の研究開発を行う研究機関・企業等に対し重点的な

支援を行うほか、医薬品・医療機器等の産業育成を戦略的に進めること。 

〇 市町村においては、各種健診の実施など他の保健業務も引き続き実施する

必要があることから、こうした通常業務に可能な限り支障を来さないように

ワクチン接種と各種保健業務との兼ね合いも考慮した上で、各種健診・保健指

導等の実施を延期できるようにすることも含め、国としての方針を示すなど、
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市町村の事務負担軽減に配慮すること。 

 

（２）ワクチン接種関連システム 

○  ワクチン接種に関連するシステムに係る制度設計は、縦割りを排し、関係省

庁が連携して一体的に行うとともに、自治体等への説明・支援の窓口も一元化

し、自治体独自の予約システム等との一体的運用に配慮すること。 
   また、自治体等に対し、システムに関する情報を速やかに提供するとともに、

システムの運用に当たっては、実際に使用する市町村や都道府県と緊密に連

携しながら丁寧に検証を進め、洗い出された課題については、早急に改善につ

なげるなどの対応に努めること。 

○  「ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）」及び「ワクチン接種円滑化システ

ム（Ｖ－ ＳＹＳ）」については、ワクチン接種の会場や医療機関における情報

入力を基本としており、その確実な実施に向けて、日本医師会を通じた医療機

関への協力要請や入力端末の十分な配布など、必要な措置を講じること。 
また、動画等による操作マニュアルの作成・配布により、円滑なデータ入力

を支援するとともに、入力端末の故障やトラブルにも迅速に対応できるよう、

予備機の配布を行うこと。 
さらに、早期に２つのシステムを情報連携させ、自治体のシステムとの円滑

な情報連携を図り、データ入力や移行作業が必要最小限で済むようにするなど、

市町村に過度な負担とならないよう改修を行うとともに、接種履歴の管理の一

元化を図ること。 
また、Ｖ－ＳＹＳにおける施設類型情報の変更については、これまでの知事

会の提言を踏まえて可能とされたところであり、その点は評価しているが、変

更できる場合が限定されており、例えば、医療従事者への接種と高齢者への優

先接種が重なる時期に、それぞれの配分量や在庫量に応じた異なる施設類型を

併存させることができないなど、ワクチンの移送に支障が生じる恐れがあるこ

とから、自治体におけるワクチンの様々な配分方法に柔軟に対応できるよう、

もはや市町村の接種が開始しようとしており一刻の猶予も許されないことを

重く受け止め、現場の実情に即して、ワクチンの迅速かつ円滑な供給を可能と

する改善を、抜本的かつ強力に実行すること。 

○ ＶＲＳについては、市町村が安心してシステムを運用できるよう、十分なセ

キュリティ対策を講じるとともに、システムの利用に起因するトラブルにつ

いては、国の責任において対応すること。 
また、住民基本台帳システムや予防接種台帳システムから、マイナンバーや

個人情報を含んだデータを組み合わせ、ＵＳＢメモリ等を介してＣＳＶ形式で

登録・更新する仕様となっているが、住民の転出入を反映するため、この仕様



11 

に従ったデータの更新作業が、今後、長期間にわたり継続的かつ頻繁に行われ

ることとなる。このため、市町村が適切に情報漏えい防止の措置を講じること

ができるよう、国において、具体的な作業手順や留意すべき事項等についてガ

イドラインを定め、周知徹底を図ること。 
さらに、このシステムの稼働に当たっては、新たにデータ登録等の作業が必

要となることから、市町村や医療機関に対し、財政面も含め必要な支援を確実

に行うこと。 

 

４．誰ひとり取り残さない社会の構築について 

○ 感染者及び最前線で治療に当たる医療従事者をはじめとするエッセンシャ

ルワーカーやその家族、更には他の都道府県からの来訪者や外国人等に対す

るデマの拡散、偏見や差別、心ない誹謗中傷、感染者等個人の特定などにより

人権が脅かされることのないよう、国においても人権を守る対策を強力に 

講じること。 

  また、地方の相談窓口の設置やネットモニタリング業務等に対する財政 

支援、国によるＳＮＳ人権相談窓口の設置などを行うとともに、国において 

感染者情報等の統一的な公表基準を定めること。 

○ 在住外国人の感染が各地域で拡大し、クラスターが多数発生することによ

り、医療機関や宿泊療養施設にかかる負担が非常に大きくなっていることか

ら、在住外国人に対しては、改めて感染対策を呼びかけるとともに、国におい

ても感染拡大防止につなげるための実態把握等を行うこと。また、職場やコミ

ュニティにおける感染防止対策が徹底されるよう、経済団体や大使館等を通

じて、きめ細かな周知を図るとともに、在住外国人を雇用する派遣事業者や派

遣先についても業種別ガイドラインを策定するなど、早急に対策を強化する

こと。更に、在住外国人に対する保健所の積極的疫学調査、入院調整、健康観

察等をはじめ、宿泊療養施設又は自宅における療養、外来診療・検査等が円滑

に進むよう、通訳者等の雇用や多言語化等にかかる経費について、十分な財政

的支援を講じるとともに、特に地域で不足する通訳者等の人材の確保・育成を

行うこと。また、外国人住民への適切なワクチン接種のため、問診票等の多言

語化やコールセンターでの多言語対応などの環境整備と市町村への財政支援

も確実に行うこと。 

○ 子どもの貧困や児童虐待、ＤＶの潜在化のおそれなどを踏まえ、子ども食堂

をはじめ地域で子育て支援を行う団体等への支援を強化するとともに、ひと

り親家庭や多子世帯、ＤＶ事案への継続的な支援や生活福祉資金貸付等の各

種特例措置の継続、修学旅行実施への配慮、大学生等の経済的負担の軽減や再
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び就職氷河期世代を生み出さないための対策のほか、新生活のスタートを切

る若者への支援策を講じるなど、将来世代等を応援するための対策を行うこ

と。 

○ 生活が困難な方を支える生活福祉資金の特例貸付について、償還免除の 

要件を住民税非課税世帯に限定せず、借受人の収入実態等に基づき判断する

など、さらなる緩和をするとともに、今後、生活が困難な方への相談や支援の

中心となる生活困窮者自立支援事業の上限枠を見直すなど、継続的な支援体

制が整備できるよう支援すること。また、収入が減少した方の国民健康保険・

後期高齢者医療制度・介護保険の保険料減免について、引き続き国による全額

の財政支援を継続すること。 

○ 就職・就業の際に必要となる各種の国家試験等について、受験生本人に感染

が確認された場合や、感染が拡大している地域が試験地となっている場合等

においても受験機会が最大限確保されるよう、オンライン試験の導入や代替

日の設定を行うなど、国において環境整備を図ること。 

○ コロナ禍で深刻化する孤立・孤独対策をアウトリーチも含めて強力に推進

するとともに、自殺者が増加していることを踏まえ、国においても自殺対策を

強力に講じるとともに、交付金等の弾力的な運用を図ること。 

 

令和３年４月４日 

 

       全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部 

 本部長        徳島県知事   飯泉 嘉門 

 本部長代行・副本部長 鳥取県知事   平井 伸治 

 副本部長       京都府知事   西脇 隆俊 

 副本部長       神奈川県知事  黒岩 祐治 

本部員        ４３都道府県知事 

 



新型コロナ「第４波危機」をみんなで抑えよう宣言 

  
４月５日から、宮城県、大阪府及び兵庫県で「まん延防止等重点措置」が適用される

ことになりました。また、これまで感染が比較的落ち着いていた地方でも、クラスター
が続発するなど感染が拡大しており、変異株の広がりも含めて全国的に「感染しやすい」
状況になっています。今まさに第４波が到来しているのです。 

我々都道府県知事は、これまでの経験を踏まえ、互いの知恵を絞り、積極的疫学調査
や戦略的なＰＣＲ検査等により感染の抑え込みに全力をあげてまいります。国民の皆様
におかれましても、長引くコロナ禍の中での自粛疲れもあるかと思いますが、今一度
「感染予防のレベル」を上げ、感染拡大防止に向けたご協力をお願い申し上げます。 

「第４波危機」を抑え込むには、今が分かれ目です。私たち知事も一致結束して闘い
ます。「ご自身」・「大切な人」・「ふるさと」を守るため、国民・事業者・政府・自治体
が一体となって、感染拡大の阻止に向け行動しましょう。 

 
〇改めて、基本的な感染防止策の徹底を！ 

・変異株に対しても、マスク・手洗い・換気など基本的な感染防止対策を徹底するこ
とが重要です。三密を避け、マスクなしでの会話など感染リスクが高まる「５つの
場面」への注意を改めてお願いします。 

・歓迎会、コンパなど飲食の場での感染が増加しています。飲食店を利用する際には
自治体が指定する認証店等の感染防止対策が講じられているお店を利用するとと
もに、黙食・個食・マスク飲食などの工夫を徹底しましょう。 

・体調が悪い場合は、出勤や通学も控えて、すぐに医師や保健所等に相談しましょう。 
 

〇都道府県境をまたぐ移動には注意しましょう！ 

・まん延防止等重点措置が実施されている区域内外の往来については、不要不急のも
のは見送るとともに、往来をする場合は、感染防止対策を徹底し、外出・移動の自
粛や飲食店への営業時間短縮等の要請に従うようにしましょう。その他の感染拡大
地域においても、都道府県境をまたいで移動する際には十分注意するとともに、お
住いや行先の自治体が出している要請に協力するようにしましょう。 

 
〇事業者の皆さまも引き続きご協力を！ 

・在宅勤務（テレワーク）やテレビ会議などを一層推進しましょう。 

・飲食店におかれては、座席間の距離の確保、適切なアクリル板の設置、ＣＯ２モニ
ターを活用した換気の徹底や利用者へのマスク飲食の呼び掛けなど、大切なお客様
や従業員のためにも感染防止対策を徹底しましょう。 

 
〇新型コロナウイルス感染症に関する偏見・差別は絶対にやめましょう！ 

・感染者自身のほか、最前線で治療に当たる医療従事者、感染者が発生した団体に属
する人、県外から往来された方や外国人等に対する誹謗中傷や差別は絶対にやめま
しょう。   

・また、公的に出される情報を確認して、根拠のない情報やうわさ話などに惑わされ
ないよう注意しましょう。 

 
令和３年４月４日 

全 国 知 事 会  


